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    更生保護法人清心寮定款  

 

            第１章  総  則  

（名称）  

第１条  この法人は，更生保護法人清心寮という。  

（事務所）  

第２条  この法人 は，事 務所を 埼玉 県さいた ま市浦和 区岸町 ７丁目１

２番１９号に置く。  

 

          第２ 章  目的及び事業  

（目的）  

第３条  この法人 は，更 生保護 事業 法第２条 第２項各 号に掲 げる者に  

対し，そ の自立 更生に 必要な 保護を 行い，も ってそ の者の 更生を 図  

ることを目的とする。  

（事業）  

第４条  この法人 は，前 条の目 的を 達成する ため，次 の継続 保護事業  

を営む。  

（１）更生保護施設清心寮の設置経営  

（２）その他前条の目的を達成するために必要と認める事業  

第４条 の ２  この 法人は ， 第 ３ 条の 目的を達 成するた め，次 の一時保

護事業を営む。  

（１）更生保護事業法第２条第 ２ 項各 号に掲げる者（以下「被保護者」
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という）に対し ，生活の相談に応じる事業  

（２）被 保護者に 対し ， 規制薬 物等 に対する 依存を改 善する ための専

門的な援助を行う事業  

（３） その他 第３条の 目的を達成するために必要と認める事業  

 

          第３ 章  役員及び職員  

（役員の種別及び定数）  

第５条  この法人に次の役員を置 く 。  

（１）  理事  １５人以上２０人以下  

（２）  監事  ２人  

２  理事 のうち， １人を 理事長 ，１ 人を副理 事長，若 干名を 常務理事

と する。  

（役員の選任等）  

第６条  役員は評議員会の議決により理事長が委嘱する。  

２  理事長，副理事長及び常務理事は，理事の互選とする。  

３  理事 のうちに は，そ れぞれ の理 事につい て，当該 理事及 びその親  

族その他 の特別 な関係 がある 者が理 事の総数 の３分 の１を 超えて 含  

まれることになってはならない。  

４  監事 のうちに は，そ れぞれ の監 事につい て，その 親族そ の他特殊  

の関係がある者が含まれるこ とになってはならない。  

５  理事は，監事又は評議員を兼ねることができない。  

６  監事は，評議員又はこの法人の職員を兼ねることができない。  
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（理事長及び理事の職務）  

第７条  理事長は，この法人を代表し，その業務を総理する。  

２  副理 事長は， 理事長 を補佐 し， 理事長に 事故があ るとき はその職  

務を代理し，理事長が欠員のときはその職務を行う。  

３  常務 理事は， 理事長 及び副 理事 長を補佐 し，この 法人の 常務を処  

理する。  

４  理事 は，理事 会を構 成し， この 定款の定 め及び理 事会の 議決に基  

づき，この法人の業務を執行する。  

５  この法人と理事長との利益が相反する事項については，理事長は， 

代表権を有しない。この場合には，監事がこの法人を代表する。  

（監事の職務）  

第８条  監事は，次に掲げる職務を行う。  

（１）理事の業務執行の状況を監査すること。  

（２）この法人の財産の状況を監査すること。  

（３）前 ２号の規 定によ る監査 の結 果，この 法人の業 務又は 財産に関   

し不正の 行為又 は法令 若しく は定 款 に違反す る重大 な事実 があ る   

ことを発見した場合には，これを評議員会に報告すること。  

（４）前 号の報告 をする ため必 要が ある場合 には，理 事長に 対して評   

議員会の招集を請求すること。  

（５）理 事の業務 執行の 状況又 はこ の法人の 財産の状 況につ いて，理   

事長に意見を述べること。  
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（役員の任期）  

第９条  役員の任期は，３年とする。ただし，再任を妨げない。  

２  補欠 のため， 又は増 員によ って 就任した 役員の任 期は， それぞれ  

前任者又は現任者の任期の残存期間とする。  

（欠員の場合の処置）  

第１０ 条  役員の 辞任又 は任期 満了 によって その定数 を欠く に至った  

ときは，後任者が就任するまでは，前任者がその職務を行う。  

（役員の解任）  

第１１ 条  役員が 次の各 号の一 に該 当すると き は，理 事会に おける理  

事総数の ３分の２ 以上の 多数に よる 議決及び 評議員会 の議決 により， 

これを解 任する ことが できる 。この 場合には ，その 役員に 弁明の 機  

会を与えなければならない。  

（１）心 身の故障 のため ，職務 の遂 行に堪え ないと認 められ るとき。

（２）職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為がある  

  と認められるとき。  

（役員の報酬等）  

第１２条  役員は，無給とする。  

２  役員 には，そ の職務 を執行 する ために要 した費用 を弁償 すること  

ができる。  

（職員）  

第１３ 条  この法 人に， 施設長 ，補 導主任， 補導員そ の 他の 職員を置  

く 。  
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２  職員 は，理 事長が 任免す る。た だし，施 設長及 び補導 主任の 任

命につい ては， あら かじめ 法務大 臣 の認可を 受けな けれ ばなら な

い。  

３  職員は，理事長の定めた職務に従事する。  

 

           第 ４ 章  理  事  会  

（付議すべき事項）  

第１４ 条  理事会 には， この定 款に 別に定め る事項の ほか， 次の事項  

を付議する。  

（１）更生保護事業の認可に係る事項の変更に関する事項  

（２）予算を伴わない権利の放棄又は義務の負担に関する事項  

（３）その他理事長が必要と認めた事項  

（招集）  

第１５条  理事会は，理 事長が招集する。  

２  理事 長は理 事総数 の３分 の１以 上から会 議の目 的たる 事項を 示

して理事 会の招 集の 請求が あった と きには， その請 求の あった 日

から２週間以内にこれを招集しなければならない。  

３  理事 会を招集 すると きは， 会議 の目的た る事項を 記載し た書面を  

もって， 開催日 の１週 間前ま でに理 事に対し て，そ の通知 を発し な

ければならない。  

（議長）  

第１６条  理事会の議長は，理事長とする。  
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（定足数）  

第１７ 条  理事会 は，理 事総数 の３ 分の２以 上の出席 がなけ れば，議  

事を開き，議決することができない。  

（議決）  

第１８ 条  理事会 の議事 は，こ の定 款に別に 定めるも のを除 き，理事  

総数の過半数をもって決する。  

２  理事 会の議決 につい て，特 別の 利害関係 を有する 理事は ，その議  

事の議決に加わることができない。  

（書面表決）  

第１９ 条  やむを 得ない 理由の ため 理事会に 出席でき ない理 事は，あ  

らかじめ 通知さ れた事 項につ いての み書面を もって 表決す ること が  

できる。  

２  前項 の規定に より表 決した 理事 は，理事 会に出席 したも のとみな  

す。  

（書面による議決）  

第２０ 条  理事長 は，簡 易な事 項又 は急速を 要する事 項につ いては，  

書面を送付して賛否を求め，理事会に代えることができる。  

（議事録）  

第２１ 条  理事会 の議事 につい ては ，次の事 項を記載 した議 事録を作  

成しなければならない。  

（１）招集又は書面による付議の年月日  

（２）開催の日時及び場所  
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（３）理事の総数，出席者数及び出席者氏名（書面表決者にあっては，   

その旨を付記すること。）  

（４）審議事項  

（５）議事の経過の概要及び議決の結果  

（６）議事録署名人の選任に関する事項  

２  議事録には，議長及び理事会において選任された議事録署名人  

 ２人以上が，署名，押印しなければならない。  

 

         第５章  評議員及び評議員会  

（評議員会）  

第２２条  この法人に，評議員会を置く。  

２  評議 員会は， ２１人 以上２ ５人 以下の評 議員をも って組 織する。

（評議員の選任）  

第２３条  評議員は，理事会の議決により，理事長が委嘱する。  

（評議員会の権限及び評議員の職務）  

第２４ 条  評議員 会は， この定 款に 別に定め る権限を 有する ほか，こ  

の法人の 業務若 しくは 財産の 状況又 は役員の 業務執 行の状 況につ い  

て，役員 に対し 意見を 述べ， 若しく はその諮 問に答 え，又 は役員 に  

対し報告を求めることができる。  

（付議すべき事項）  

第２５ 条  評議員 会に は ，この 定款 に別に定 める事項 のほか ，この法  

人の業務 に関す る重要 な事項 その他 理事長が 必要と 認めた 事項を 付  
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議する。  

（監事の請求による評議員会の招集）  

第２６ 条  理事長 は，第 ８条第 ４号 の規定に より，監 事から 会議の目  

的たる事 項を示 して評 議員会 の招集 の請求が あった ときは ，その 請  

求のあった日から２週間以内にこれを招集しなければならない。  

（議長）  

第２７条  評議員会の議長は，評議員の互選とする。  

（定足数）  

第２８ 条  評議員 会は， 評議員 総数 の過半数 の出席が なけれ ば，議事  

を開き，議決することができない。  

（議決）  

第２９ 条  評議員 会の議 事は， 評議 員総数の 過半数を もって 決する。

（準用）  

第３０ 条  第６条 第３項 （親族 等の 排除）， 第９条か ら第１ ２条（任  

期，欠員 の場合 の処置 ，解任 ，報酬 等）まで ，第１ ５条（ 招集） ，  

第１８条 第２項 及び第 １９条 から第 ２１条（ 議決， 書面表 決，書 面  

による議 決，議 事録） までの 規定は ，評議員 及び評 議員会 につい て  

準用する 。この 場合に おいて ，第６ 条第３項 ，第１ ５条第 ３項， 第  

１８条第 ２項， 第１９ 条及び 第２１ 条第１項 第３号 中「理 事」と あ  

るのは「 評議員 」と， 第９条 から第 １２条ま での規 定中「 役員」 と  

あるのは 「評議 員」と ，第１ ５条， 第１８条 第２項 及び第 １９条 か  

ら第２１ 条まで の規定 中「理 事会」 とあるの は「評 議員会 」と， 第  
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１５条第 ２項中 「理事 総数」 とある のは「評 議員総 数」と 読み替 え  

るものとする。  

 

          第６ 章  資産及び会計  

（資産の構成）  

第３１ 条  この法 人の資 産は， 基本 財産及び 通常財産 で構成 される。

２  基本財産は，次の各号に掲げるもので構成される。  

（１）別紙基本財産目録に記載された財産  

（２）基本財産とすることを指定して寄附された財産  

（３）基本財産に繰り入れることを理事会で議決した財産  

３  通常財産は，基本財産以外の資産で構成される。  

（基本財産の処分）  

第３２ 条  基本財 産は， これを 譲渡 し，交換 し，費消 し，貸 し付け，  

担保に供 し，通 常財産 に繰り 入れ， 又は廃棄 する等 の処分 をする こ

とができ ない。 ただし ，この 法人の 事業遂行 上やむ を得な い理由 が

あるとき は，第 ４３条 第１項 の手続 を経て， それら の処分 をする こ

とができる。  

（資産の管理）  

第３３ 条  この法 人の資 産は， 理事 会の定め る方法に より， 理事長が  

管理する。  

２  基本 財産のう ち現金 は，銀 行等 への預 貯 金，信託 会社へ の信託又

は国債，公債の購入等安全確実な方法で保管しなければならない。  
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（特別会計）  

第３４条  この法人は，特別会計を設けることができる。  

（事業計画及び収支予算）  

第３５ 条  この法 人の事 業計画 及び これに伴 う収支予 算は， 毎会計年  

度開始前 に理事 長が作 成し， 理事会 における 理事総 数の３ 分の２ 以  

上の多数 による 議決及 び評議 員会の 議決を経 なけれ ばなら ない。 会  

計年度の途中でこれを変更する場合も同様とする。  

（事業成績書及び収支決算書等）  

第３６ 条  この法 人の事 業成績 及び 決算に関 する書類 は，毎 会計年度  

終了後２ 月以内 に，理 事長が 作成し ，理事会 におけ る理事 総数の ３  

分の２以 上の多 数によ る議決 を経， 監事の監 査を受 け，評 議員会 の  

議決を経なければならない。  

２  会計 の決算上 繰越金 を生じ たと きは，次 会計年度 に繰り 越す。た  

だし，理 事会の 議決に より， その全 部又は一 部を基 本財産 に繰り 入  

れることができる。  

（会計年度）  

第３７ 条  この法 人の会 計年度 は， 毎年４月 １日に始 まり， 翌年３月  

３１日に終わる。  

（臨機の措置）  

第３８ 条  予算を もって 定める もの のほか， 長期借入 金の借 入れその  

他新たに 義務の 負担を し，又 は権利 の放棄 を しよう とする ときは ，  

理事会に おける 理事総 数の３ 分の２ 以上の多 数によ る議決 及び評 議  
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員会の議決を経なければならない。  

 

         第７章  顧問，参与及び会員  

（顧問及び参与）  

第３９条  この法人に顧問及び参与を置くことができる。  

２  顧問 及び参与 は，理 事会及 び評 議員会の 議決によ り理事 長が委嘱

する。  

３  顧問及び参与は，重要な事項につ いて，理事長の諮問に答える  

４  顧問 及び参与 は，毎 年度， 事業 計画，収 支予算， 事業成 績，決算  

その他重要事項の報告を受ける。  

（会員）  

第４０条  この法人に会員を置くこと ができる。  

２  会員 は，この 法人の 目的に 賛同 し，目的 達成のた め必要 な援助を

行う。  

３  会員については別に定める。  

 

           第 ８ 章  公益事業  

（公益事業の種類）  

第４１ 条  この法 人は， 更生保 護事 業法第６ 条の規定 により ，公益事  

業として ，更生 保護事 業法第 ２条第 ２項各号 に掲げ る者以 外のも の  

であって ，更生 のため の保護 を必要 とする者 に対し ，宿泊 所を供 与  

する等の保護を行う。  
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（公益事業の重要事項の決定等）  

第４２ 条  公益事 業の運 営に関 する 重要な事 項は，理 事会に おける理  

事総数の ３分の ２以上 の多数 によ る 議決及び 評議員 会の議 決を経 な  

ければな らない 。ただ し，定 款の変 更を伴う 場合は ，第４ ３条の 手  

続による。  

 

       第９章  定款の変更，解散及び合併  

（定款の変更）  

第４３ 条  この定 款を変 更する とき （更生保 護事業法 第２７ 条第１項  

に規定す る法務 省令で 定める 事項に 係るもの を除く 。）は ，理事 会  

における 理事総 数の３ 分の２ 以上の 多数によ る議決 及び評 議員会 の  

議決を経，かつ，法務大臣の認可を受けなければならない。  

２  前項 の法務省 令で定 める事 項に 係る定款 の変更を すると きは，理  

事会にお ける理 事総数 の３分 の２以 上の多数 による 議決及 び評議 員  

会の議決 を経， 遅滞な くその 旨を法 務大臣に 届け出 なけれ ばなら な  

い。  

（解散）  

第４４ 条  この法 人は， 更生保 護事 業法第３ １条第１ 項第１ 号及び第  

３号から第６号までの解散事由により解散する。  

２  更生 保護事業 法第３ １条第 ２項 の認可又 は認定を 受けよ うとする  

ときは， 理事会 におけ る理事 総数の ３分の２ 以上の 多数に よる議 決  

及び評議員会の議決を経なければならない。  
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（残余財産の帰属）  

第４５ 条  この法 人が解 散（合 併又 は破産に よる解散 を除く 。）した  

時に残存 する財 産は， 理事会 におけ る理事総 数 の３ 分の２ 以上の 多  

数による 議決及 び評議 員会の 議決を 経，更生 保護事 業法第 ４５条 の  

認可を受 けて継 続保護 事業を 営む法 人又は同 法第４ ７条の ２の届 出  

けをして 一時保 護事業 若しく は連絡 助成事業 を営む 更生保 護法人 に  

寄附する。  

（合併）  

第４６条  この法人が合併しようとするときは，理事会における理事  

 総数の３分の２以上の多数による 議 決及び評議員会の議決を経，か  

 つ，法務大臣の認可を得なければならない。  

 

          第１ ０ 章  公告の方法  

（公告の方法）  

第４７条  この法人の公告は，この法人の掲示場に掲示す るとともに， 

官報に掲載して行う。  

 

           第１１章  雑   則  

（施行細則）  

第４８ 条  この定 款の施 行につ いて 必要な細 則は，理 事会の 議決によ  

り，理事長がこれを定める。  
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   附   則  

１  この 法人の組 織変更 当初の 役員 及び評議 員は，第 ６条第 １項及び  

第２項並びに第２３条の規定にかかわらず，次に掲げる者とする。  

  理事長    江  連  俊  則  

  副理事長   目  黒  靖  淳  

  常務理事   井  手  幹  朧  

  同      谷  口   勇  

  理事     三ツ林  弥太郎  

  同      松  永   光  

  同      吉  田  淳  一  

  同      清  水  理三郎  

  同      村  田  知  之  

  同      河  野  亮  永  

  同      酒  井  文  雄  

  同      寺  尾   保  

  同      関  田  寿  ゞ  

  同      石  関   満  

  同      奥  田  昌  利  

  同      細  野  喜  重  

  同      粕  谷  まさ子  

  同      中  本   博  

  同      清  水  義  悳  
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  監事     関  根  類  千  

  同      並  木  清  子  

  評議員    蛭  田  一  也  

  同      田  村  和  彦  

  同      沼  上  角  次  

  同      牧  野  蔵之助  

  同      清  水  守  雄  

  同      高  橋  森  造  

  同      斉  藤  紀  一  

  同      腰  塚  妙  子  

  同      神  作  久  代  

  同      勝  山  良  盛  

  同      萩  野  映  明  

  同      増  田  定  栄  

  同      富  田  義  一  

  同      金  子  泰  嶽  

  同      押  阪   至  

  同      岩  崎  勇二郎  

  同      梅  澤  よ志子  

  同      高  梨  マ  サ  

  同      荻  野  忠  司  

  同      芦  澤  正  子  
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  同      深  谷  邦  男  

  同      大  野  秀  雄  

  同      内  田  康  一  

  同      片  渕  みち子  

２  この 法人の組 織変更 当初の 役員 及び評議 員の任期 は，第 ９条及び  

第３０条 の規定 にかか わらず ，組織 変更の日 から平 成１１ 年３月 ３  

１日までとする。  

３  この法 人の組 織変更 の日の属 す る年度の事 業計画 及び収 支予算は， 

第３５条 の規定 にかか わらず ，別紙 事業計画 書及び 収支予 算書の と  

おりとする。  

４  この 法人の組 織変更 当初の 会計 年度は， 第３７条 の規定 にかかわ  

らず，組織変更の日から平成９年３月３１日までとする。  

 

    附  則  

  この 定款の改 正後の 第６条 ，第 １８条， 第３０条 ，第４ ５条の規  

定は，定款変更認可通知を受理した日から施行する。  

    附  則  

  平成 １５年３ 月１８ 日第１ ３条 ，第４５ 条を改正 ，改正 後の規定  

は，定款変更認可通知書を受理した日から施行する。  

    附  則  

  平成 ２２年３ 月４日 第３３ 条を 改正，改 正後の規 定は 同 日 か ら施

行する。  
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附  則  

  第４ 条の２ の 規程の 変更（ 追 加 ） は ，平 成３０年 ４月１ ３日 から

施行する。  

附  則  

  令和 ２年１０ 月１日 第５条 第２ 項後段を 改正、改 正後の 規定は、

同日から施行する。  

 


